
姶良中央地区1市6町（国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町）

シリーズ「まちの顔」 今月は霧島町 を紹介します

姶良中央地区合併協議会 〒899-4394  国分市中央３丁目45番1号国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７Ｆ
TEL0995-64-0937 FAX0995-64-0940
ホームページ http://www2.airachuou-gappei.jp
メールアドレス soumu@airachuou-gappei.jp

「新市の名称」、「新市の事務所の位置」、「議会議員の定数及び任期の取扱い」について

具体的な調査・審議を行うため、3つの小委員会の設置が承認されました。

平成15年9月 

第4号 

第6回協議会

● 新市のあるべき姿を展望しながら、まちづくりについての提言を行うことを目的

として取りまとめられた「まちづくりフォーラム提言」の報告がありました。

● 3つの小委員会において協議された事項について、報告がありました。

第7回協議会

編 集

写真は、左から温泉健康増進交流センター「神乃湯」と

神話の里公園です。
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姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
第
六
回

協
議
会
が
八
月
十
二
日
、
第
七
回
協
議
会

が
八
月
二
十
八
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
合
併
協
定
項
目
の
う
ち
、
特
に

調
査
・
審
議
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
三
項

目
に
つ
い
て
小
委
員
会
を
設
置
し
、
具
体
的

な
協
議
を
行
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
報
告
さ
れ
た
事
項
】

第
六
回
協
議
会

○
報
告
第
十
号
　
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

本
協
議
会
の
監
査
委
員
二
名
の
う
ち
一

名
が
辞
任
さ
れ
、
新
た
に
一
名
が
選
任
さ

れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

辞
任
　
検
校
　
昇
　
牧
園
町
監
査
委
員

新
任
　
永
吉
　
忠
雄
牧
園
町
監
査
委
員

第
七
回
協
議
会

○
報
告
第
十
一
号
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
提

言
に
つ
い
て

住
民
自
身
が
長
期
的
視
点
に
立
ち
、
新
市

の
あ
る
べ
き
姿
を
展
望
し
な
が
ら
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
提
言
を
行
う「
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ

ー
ラ
ム
提
言
集
」が
、こ
れ
ま
で
の
五
回
の
会

議
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
合
併
協
議
会
へ
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
社
会
基
盤
、生
活
環
境
、

教
育
文
化
、
保
健
福
祉
、
産
業
経
済
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
六
つ
の
分
野
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
住
民
の
皆
さ
ん
が
合
併
の
是
非
を
判

断
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
、
ま
た
合
併
後

の
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
か
つ
効
果

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
策
定
さ

れ
る「
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
」に
、
住
民
の

意
見
と
し
て
反
映
さ
れ
ま
す
。

○
報
告
第
十
二
号
　
新
市
名
称
検
討
小
委
員
会

の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

「
新
市
名
称
検
討
小
委
員
会
」に
お
い
て
は
、

二
回
の
会
議
を
開
催
し
小
委
員
会
役
員
の

選
出
の
ほ
か
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
協
議

決
定
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

小
委
員
会
役
員

・
委
員
長
　
　
林
　
麗
子（
広
域
枠
）

・
副
委
員
長
　
小
久
保
　
明
和（
国
分
市
）

名
称
候
補
の
選
定
方
法

・
現
在
の
一
市
六
町
の
名
称
も
含
め
、
名

称
を
公
募
す
る
こ
と

・
小
委
員
会
で
三
点
程
度
に
名
称
候
補
を

選
定
し
、
協
議
会
で
新
市
名
称
一
点
を

決
定
す
る
こ
と

名
称
選
定
基
準

・
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ

れ
た
名
称
を
採
用
す
る
こ
と

・
姶
良
中
央
地
区
の
地
理
、
特
徴
、
歴
史

等
に
ち
な
ん
だ
新
市
に
ふ
さ
わ
し
い
名

称
と
す
る
こ
と

名
称
の
公
募
実
施

・
だ
れ
で
も
応
募
が
で
き
る
こ
と

・
公
募
期
間
を
九
月
十
六
日
か
ら
十
月
三

十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と

以
上
の
項
目
が
報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

な
お
、
公
募
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
別
紙「
新

市
の
名
称
を
募
集
し
ま
す
」の
と
お
り
で
す
。

○
報
告
第
十
三
号
　
新
市
事
務
所
位
置
検
討
小

委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

「
新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
」に

お
い
て
は
、
第
一
回
の
会
議
を
開
催
し
小
委

員
会
役
員
の
選
出
の
ほ
か
、
以
下
の
項
目
に

つ
い
て
協
議
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

小
委
員
会
役
員

・
委
員
長
　
　
八
木
　
幸
夫（
広
域
枠
）

・
副
委
員
長
　
今
島
　
光
（
溝
辺
町
）

新
市
事
務
所
位
置
候
補
地
の
選
定

・
一
市
六
町
の
庁
舎
の
位
置
、
公
共
交
通

機
関
の
状
況
、
道
路
の
状
況
、
官
公
署

の
位
置
、
人
口
重
心
地
等
の
状
況
を
参

考
に
、
今
後
研
究
・
協
議
す
る
こ
と

新
市
事
務
所
位
置
設
置
方
式

・
本
庁
方
式
、
分
庁
方
式
、
総
合
支
所
方
式

の
三
方
式
の
特
徴
及
び
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
先
進
地
の
事
例
を
参

考
に
今
後
調
査
・
研
究
を
す
る
こ
と

庁
舎
建
設
の
是
非
に
つ
い
て

・
現
在
の
本
庁
舎
・
支
所
の
状
況
、
付
属
建

物
の
状
況
及
び
職
員
の
状
況
等
を
参
考

に
、
今
後
調
査
･
研
究
す
る
こ
と

第
六
回
・
第
七
回

協
議
会
内
容
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研
修
視
察
の
概
要

姶良中央地区

合
併
に
関
す
る
協
議
を
具
体
的
に
進
め

る
た
め
、
既
に
協
定
項
目
の
協
議
が
進
ん
で

い
る
姶
良
中
央
地
区
と
同
規
模
程
度
の
二

ヵ
所
の
合
併
協
議
会
に
、
協
議
会
委
員
及
び

事
務
局
職
員
で
研
修
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

研
修
地
で
は
、
合
併
協
定
項
目
の
協
議
状

況
、
小
委
員
会
の
運
営
状
況
及
び
新
市
の
建

設
計
画
の
策
定
状
況
に
つ
い
て
、
活
発
な
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

○
八
月
十
八
日
　
八
代
地
域
市
町
村
合
併
協
議

会（
熊
本
県
）

○
八
月
二
十
日
　
玉
名
地
域
一
市
八
町
合
併
協

議
会（
熊
本
県
）

○
報
告
第
十
四
号
　
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任

期
検
討
小
委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果

に
つ
い
て

「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
検
討
小

委
員
会
」に
お
い
て
は
、
第
一
回
の
会
議
を

開
催
し
小
委
員
会
役
員
の
選
出
の
ほ
か
、

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
た
こ
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

小
委
員
会
役
員

・
委
員
長
　
　
原
田
　
統
之
介（
広
域
枠
）

・
副
委
員
長
　
宮
田
　
揮
彦

（
霧
島
町
）

合
併
特
例
法
の
適
用
も
含
め
、
選
択
方
法

に
つ
い
て
先
進
地
の
状
況
等
も
参
考
に
、
今

後
調
査
･
研
究
す
る
こ
と

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

第
六
回
協
議
会

○
協
議
第
六
号
　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、「
新
市
名
称
検

討
小
委
員
会
」を
設
置
し
て
、
名
称
決
定
の

手
法
を
含
め
て
調
査
及
び
審
議
を
行
う
こ

と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

○
協
議
第
七
号
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、「
新

市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
」を
設
置
し

て
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
候
補
地
及
び

事
務
所
の
設
置
方
式
を
含
め
て
調
査
及
び

審
議
を
行
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

○
協
議
第
八
号
　
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
に
つ
い
て

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期

検
討
小
委
員
会
」を
設
置
し
て
、
新
市
の
議

会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
、
調
査
及
び
審
議
を
行
う
こ
と
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
さ
れ
た
事
項
】

○
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
い
て
定
め
て
お
く
べ
き
慣
行
の

事
項
に
つ
い
て
、
専
門
的
に
協
議
・
調
整
を

行
っ
て
き
た
総
務
部
会
長
よ
り
、
次
回
の
協

議
会
議
事
の
提
案
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

一
　
市
章
、
市
民
憲
章
、
市
の
花
・
木
・
歌

等
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
新
た

に
定
め
る
。

二
　
宣
言
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
し
、
新

た
に
制
定
す
る
。

三
　
表
彰
制
度
は
、
新
市
に
お
い
て
新
た

な
制
度
を
創
設
す
る
。

四
　
各
種
行
事
は
、
新
市
に
お
い
て
地
域

性
を
尊
重
し
な
が
ら
調
整
す
る
。

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会
で

協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

○
病
院
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

現
在
、
二
ヵ
所
あ
る
公
的
医
療
機
関（
国

分
市
立
土
曜
休
日
夜
間
診
療
所
･
隼
人
町

立
医
師
会
医
療
セ
ン
タ
ー
）の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
専
門
的
に
協
議
･
調
整
を
行
っ
た
公

営
企
業
等
部
会
長
よ
り
、
次
回
の
協
議
会

議
事
の
提
案
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

・
病
院
、
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引

き
継
ぐ
。
な
お
、
夜
間
診
療
の
医
師
体

制
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
委
託
先
と
協

議
す
る
。

・
新
市
の
医
療
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、

医
師
会
、
保
健
･
福
祉
と
の
連
携
を
強
化

し
、
調
整
を
行
う
。



年 齢 

職 業 性 別 

居住 
年数 

居住地 

20代 
8.7％ 

男性 
　46.9％ 

女性 
　49.4％ 

40代 
　20.2％ 

50代 
　20.8％ 

60代 
　20.3％ 

30代 
　19.1％ 

会社員・会社役員 
　25.5％ 

国分市 
14.4％ 

溝辺町 
　15.0％ 

5年未満 
11.9％ 

5～9年 
　9.9％ 

10～19年 
　17.5％ 

20～29年 
　19.5％ 

30～39年 
　38.1％ 

無回答　3.1％ 

横川町 
　16.3％ 牧園町 

14.8％ 

霧島町 
　15.7％ 

隼人町 
　11.0％ 

福山町 
　12.8％ 

自営業　8.7％ 

公務員・団体職員　9.2％ 

家事専業　9.6％ 

学生　0.5％ 

パート・アルバイト 
　　　  　　12.1％ 

その他　3.4％ 
無回答　1.4％ 

無職 
　16.1％ 

農業　13.2％ 

水産業　0.1％ 

70歳以上 
　10.5％ 

無回答　0.4％ 

無回答　3.7％ 

林業　　0.2％ 

1.回答者の属性（問1）

1市6町全体アンケート結果
アンケート調査は、平成15年６月に姶良中央地区１市６町にお住まいの20歳以上の方の

中から無作為に抽出した各市町1,000人の合計7,000人を対象におこないました。方法は、

調査員による直接配布回収方式で、回収率は約84％（5,893票）でした。結果の概要がまと

まりましたのでお知らせします。ご協力ありがとうございました。

4

姶良中央地区1市6町の新市将来構想に関する

住民アンケート調査
［集計結果］



2.合併に対する“期待”（問2）
「合併に対する期待」については、『職員数や議員数の削減など行政内部の効率化が図られる』が最も多く、

次いで『公共施設等が現在の市町の垣根を越えて利用できる』、『行財政の効率化により財政基盤が強化され

る』、『住民票の発行などの窓口サービスが多くの場所で利用できる』となっており、行政の効率化や施設の共

有による利便性の向上に対する期待が高くなっています。

0 10 20 30 40 50 60

職員数や議員数の削減など行政内部の効率化が図られる 
公共施設等が現在の市町の垣根を越えて利用できる 

行財政の効率化により財政基盤が強化される 
住民票の発行などの窓口サービスが多くの場所で利用できる  

重点的な投資による、質の高い施設整備や大規模な事業の実施ができる 
観光振興など広域的な視点にたったまちづくりができる 

都市と自然のバランスがとれたまちづくりができる 
専門職の配置による高度な行政サービスができる 

交流人口の増加や若者の定着が図られる 
自然、歴史、文化や農林水産資源を活かしたまちづくりができる 

その他 

53.0%
36.3%

30.4%
26.7%

23.0%
21.2%
21.0%
20.3%
18.9%
17.4%

3.1%

3.合併に対する“不安”（問3）
「合併に対する不安」については、『合併後は中心部だけよくなり、周辺部は取り残される』が最も多く、次い

で『行政区域が広くなり、地域の声が行政に反映されにくくなる』、『福祉などの公共サービスの水準が低下した

り水道料金などの公共料金が高くなる』、『役場（市役所）が遠くなり、不便になる』、『地域に密着した介護サー

ビスや、行政サービスが受けられなくなる』となっており、中心部と周辺部の格差や行政サービス・福祉サービ

スの低下に対しての不安が多くなっています。

0 10 20 30 40 50 60

合併後は中心部だけよくなり、周辺部は取り残される 
行政区域が広くなり、地域の声が行政に反映されにくくなる 

福祉などの公共サービスの水準が低下したり水道料金などの公共料金が高くなる 
役場（市役所）が遠くなり、不便になる 

地域に密着した介護サービスや、行政サービスが受けられなくなる 
市町の名称がなくなるかもしれない 

保育園･幼稚園や小･中学校が統廃合される 
議員の数が減り、住民の声が伝わりにくくなる 
地域の歴史･文化･伝統など地域性が失われる 

各種の公共施設が整理・統合される 
その他 

55.8%
49.9%

38.1%
33.3%

30.6%
18.3%

13.3%
13.1%
12.9%

8.7%
2.3%

4.望ましい地域像（問4）
「望ましい地域像」については、『保健･医療･福祉が充実した地域』が最も多く、次いで、『自然が豊かな地域』、

『住宅、住環境に恵まれた地域』、『教育･文化が充実した地域』となっています。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

保健･医療･福祉が充実した地域 
自然が豊かな地域 

住宅、住環境に恵まれた地域 
教育･文化が充実した地域 
商工業の集積する地域 

観光が盛んな地域 
農業の活発な地域 

その他 

76.4%
45.7%

40.7%
39.0%

26.0%
23.9%
23.5%

2.6%

5
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5.新市のまちづくりを進める上で重要な施策（問5）
Ａ．社会基盤

「社会基盤」の分野で特に重要な施策としては、『生活道路（集落道、市町道、農道、歩道）の整備』、『公共交

通機関の利便性の向上』、『治水対策や土砂災害防止対策の推進』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

生活道路（集落道、市町道、農道、歩道）の整備 
公共交通機関の利便性の向上 

治水対策や土砂災害防止対策の推進 
情報･通信網の整備 

中心･周辺商店街（市街地）の整備 
空港等を活用した交流拠点づくり 

公営住宅、宅地の整備 
高速道路や幹線道路の整備 

港湾･河川の整備 

61.4%
44.0%

37.9%
31.9%

27.8%
22.6%
21.5%

9.8%
8.5%

Ｂ．生活環境
「生活環境」の分野で特に重要な施策としては、『消防･防災･防犯体制、交通安全対策の強化』、『ごみの減

量化、リサイクル運動の推進』、『上下水道の整備、生活排水対策の推進』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

消防･防災･防犯体制、交通安全対策の強化 
ごみの減量化、リサイクル運動の推進 
上下水道の整備、生活排水対策の推進 

森林の維持と水資源の確保 
自然環境の保全 

公園･緑地･水辺空間の整備 
公害防止等の環境保全対策の強化 

省資源、省エネルギー型生活様式の普及、啓発 
ごみ･し尿処理体制の整備 

41.8%
41.4%

34.5%
32.6%
30.9%

26.5%
23.5%

20.4%
19.4%

Ｃ．保健福祉
「保健福祉」の分野で特に重要な施策としては、『医療施設の整備、医療サービスの充実』、『介護保険、自立

支援、生きがい対策の充実』、『福祉施設の整備、福祉サービスの充実』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

医療施設の整備、医療サービスの充実 
介護保険、自立支援、生きがい対策の充実 
福祉施設の整備、福祉サービスの充実 

居宅高齢者福祉の充実 
医療･福祉･保健ネットワークの形成 

健康づくり、スポーツイベント等活動の促進 
保育、育児相談などの児童福祉の充実 
保健施設の整備、保健サービスの充実 

障害者福祉等の充実 

60.9%
36.7%
35.0%

32.1%
30.8%

21.8%
21.2%

18.2%
15.2%
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Ｆ．住民参画
「住民参画」の分野で特に重要な施策としては、『情報公開等、開かれた行政の推進』、『住民と行政の協働によ

るまちづくりの推進』、『住民との対話の機会の確保』、『住民参画によるまちづくりの推進』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

情報公開等、開かれた行政の推進 
住民と行政の協働によるまちづくりの推進 

住民との対話の機会の確保 
住民参画によるまちづくりの推進 

地域おこし･まちづくりグループの育成 
人権尊重や男女共同参画社会づくり 

ボランティア活動、NPO（営利を目的としない公営的な民間の組織）の推進 
地域自治組織（自治公民館等）の活動促進 

民間活力の活用 

46.6%
37.5%

32.9%
32.7%
31.4%

22.5%
21.4%

18.3%
14.3%

Ｅ．産業経済
「産業経済」の分野で特に重要な施策としては、『地元の農林水産資源を生かした加工業の振興』、『企業誘

致の推進、新産業の創出』、『後継者の確保、育成』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

地元の農林水産資源を生かした加工業の振興 
企業誘致の推進、新産業の創出 

後継者の確保、育成 
農林水産業の振興 
観光産業の振興 

広域観光ルートの整備、観光情報提供システムの確立 
商工業の振興 

物産PR事業の実施、統一ブランドの確立 
起業家の育成、地元企業･育成異業種間交流支援 

39.1%
36.5%

31.7%
29.0%
28.4%
27.5%

23.8%
23.7%

20.1%

Ｄ．教育文化
「教育文化」の分野で特に重要な施策としては、『学校教育・社会教育施設（図書館･公民館等）の整備』、『総

合教育・情報化教育の充実』、『総合的な生涯学習の支援体制の整備･充実』が必要とされています。

0 10 20 30 40 50 60

学校教育・社会教育施設（図書館･公民館等）の整備 
総合教育・情報化教育の充実 

総合的な生涯学習の支援体制の整備･充実 
スポーツ･レクリエレーション施設（体育館･運動公園等）の整備 

伝統文化の保存伝承･伝統文化の担い手の支援 
芸術･文化･スポーツ活動の推進 

文化施設（文化ホール･博物館等）の整備 
大学の誘致、その他の専門教育機関の充実 

国際化への対応 

43.6%
40.5%
38.6%

32.2%
28.8%

22.9%
20.5%

15.9%
15.5%
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協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央地区合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央３丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月第２・第４木曜日の午後１時30分から開催されます。会場は、国分シビック

センター複合施設棟２Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第8回協議会 9／10（水） 第9回協議会 9／25（木）

第10回協議会 10／9（木） 第11回協議会 10／23（木）

（１）本庁方式 （2）分庁方式 （3）総合支所方式 

● 現在ある市町の庁舎の組織、機構をすべて
１箇所に集約する方式 

● 残った庁舎は、窓口的な機能のみを持たせ、
支所または出張所とする。 

● 現在の市町の庁舎を
「分庁舎」として行政
機能を各部門に振り
分ける方式 

● 管理部門や事務局部門
を除き、現在の市町庁
舎の行政機能をそのま
ま残す。 

● 総合支所の職員数は現
在と同程度となる。 

1集中方式 2分散方式 

すべての業務 

直接住民に関わりの
ある業務のみ 

※本庁方式をとるが、ス
ペースの関係上、一部の
部門を支所に配置する
方式 

【メリット】 
☆人員削減、事務の効率化等の効果が大きい。 
 
【デメリット】 
★集中方式を採用する場合は、新庁舎の建設が必要
となる場合があり、多額の経費が必要となる。 

【メリット】 
☆既存施設利用のため、建
設費用は改装費程度で済む。 
 
【デメリット】 
★各業務部門ごとに窓口が
分散するため、住民が戸惑
うおそれがあり、周知が必
要である。 
★管理上は、非効率的である。 

【メリット】 
☆住民や職員にとって最も
現状に近く、サービスが容
易に提供でき違和感がない。 
 
【デメリット】 
★人件費等の削減があまり
期待できず、合併による事
務効率化があまり生かされ
ない。新市の一体感が醸成
されにくく、新市誕生の印
象が薄くなる。 

福祉事務所 教育委員会 

（例） ・総務課 
・企画財政課 
・住民課 

福祉課・保健衛生課など 

・農林水産課 
・水道課 
・商工観光課 

（例） 

管理部門や事務局部門と
管理職を集結したすべて
の機能を有する。 

管理部門や事務局部門を
除く従前の機能を有する。 

本　庁 

本　庁 

本　庁 

A 
総合支所 

B 
総合支所 

A支所 B支所 

A支所 B支所 

本庁 
（A支庁） 

C支庁 

B支庁 

支所に置かざるを得
なかった業務以外の
すべての業務 

新市事務所位置設置方式とは!?


